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船舶事故調査報告書 

 

                              令和元年９月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

    委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 平成３１年４月４日 ０７時４０分ごろ 

発生場所 青森県深浦町驫
とどろ

木
き

漁港北西方沖 

 鳥居埼灯台から真方位２４０°２.６海里（Ｍ）付近  

 （概位 北緯４０°４３.６′ 東経１３９°５７.０′） 

事故の概要  漁船第八龍
りゅう

正
せい

丸は、底建網の揚網作業中、船長及び甲板員１人が

落水して溺死した。 

事故調査の経過  平成３１年４月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第八龍正丸、４.４トン 

 ＡＭ３－３１６６２（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.９５ｍ（Lr）×２.５０ｍ×０.７８ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数９０、昭和５９年８月２７日 

 乗組員等に関する情報 船長Ａ 男性 ７０歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５１年６月１８日  

  免許証交付日 平成３０年１０月４日 

         （令和６年６月８日まで有効） 

甲板員Ａ１ 男性 ３９歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１４年５月１３日 

  免許証交付日 平成２８年１０月５日 

         （令和４年５月１２日まで有効） 

甲板員Ａ２ 女性 ６８歳 

 死傷者等 死亡 ２人（船長Ａ及び甲板員Ａ１） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ 

 本事故発生場所の南方約９.６km に位置する深浦特別地域気象観測

所の４日０７時００分～０８時００分の間の気温及び風向風速観測値

は、次のとおりであった。 
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時刻 

(時：分) 

気温 

(℃) 

平均 最大瞬間 

 風向 風速(m/s) 風向 風速(m/s) 

07:00 5.0 南南西 ２.８ 南南西 ５.８ 

07:10 5.0 南西 ３.４ 南西 ７.３ 

07:20 5.5 南西 ３.３ 南南西 ６.６ 

07:30 6.2 南南西 ３.３ 南南西 ７.８ 

07:40 6.2 南西 ２.７ 南南西 ５.９ 

07:50 6.6 南西 ３.６ 南南西 ７.６ 

08:00 6.6 南西 ３.０ 南西 ５.９ 

海象：水温 約９℃  

 全国港湾海洋波浪情報網（ナウファス）による青森西岸沖（本事故

発生場所の北方約３Ｍ）の波浪観測値は、次のとおりであった。 

時刻 

(時：分) 

青森西岸沖 

有義波  
波向 

波高(ｍ) 周期(ｓ) 

07:00 1.65 5.9 西北西 

07:20 1.65 5.9 西北西 

07:40 1.54 5.3 西北西 

08:00 1.66 5.7 西北西 

 札幌管区気象台によれば、平成３１年４月３日から同月４日までに

檜山津軽沖に発表した地方海上予報の発表履歴及びその内容（抜粋）

は、次のとおりであった。 

 予報 ３日１９時００分発表 

海上警報なし 

今日から明日 

 風 西２５ノット  

天気 晴時々曇 波 ２.０ｍ ０４日１５時までに２.５ｍ 

明後日 

風 南２５ノット ０５日０９時までに南西３０ノット 

天気 曇時々雨 波 ２.０ｍ ０５日０９時までに３.０ｍ 

予報 ４日０７時００分発表 

海上風警報 

今日 

 風 西２０ノット ０４日１５時までに南西２５ノット 

天気 晴時々曇 波 ２.０ｍ ０４日１５時までに２.５ｍ 

明日 

                             
 「有義波」とは、ある地点の波を連続して観測したとき、波高の高い方から順に全体の１/３の個数の波を選び、
これらの波高を平均したものをいい、目視観測による値に近いことが知られている。実際の海面には有義波高よ
りも高い波や低い波が存在し、統計学的には、１００個の波を観測した時の最も高い波は、有義波高の約１.６倍
になり、同様に、１０００個の波を観測した場合の最大波高は、有義波高の２倍近い値と見積もられる。 
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風 南西３０ノット  

天気 曇時々雨 波 ２.５ｍ ０５日０９時までに４.０ｍ 

 事故の経過 本船（以下「Ａ船」という。）は、船長Ａ、甲板員Ａ１及び甲板員

Ａ２が乗り組み、平成３１年４月４日０７時００分ごろ漁期を終えた

底建網の揚網作業を行う目的で驫木漁港を出港し、０７時１０分ごろ

同漁港北西方沖の水深約８０～９０ｍとなる底建網設置場所に到着し

た。 

Ａ船が操業していた底建網漁は、北方から来遊して来るいか
．．

を捕獲

するもので、いか
．．

を身網（魚取り部）に誘導する手網を北東方及び北

西方に展張していた。 

 Ａ船は、前日に身網、袋網等を引き揚げており、当日は、残る手網

（長さ約７５ｍ、幅約８ｍ）２枚の他に底建網固定用の錨（重さ約１

２０kg）４個、錨索４本（長さ約１２０ｍを２本、長さ約２４０ｍを

２本）等を引き揚げる予定であった。 

（図１、写真１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※手網、錨索は、型ロープで連結されていた。 

図１ 底建網（平面図） 
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写真１ Ａ船 

 

 Ａ船は、主機を中立運転とし、北東方に展張した手網、錨索及び錨

を引き揚げた後、船首を東方（陸岸方向）に向けた状態で北西方に展

張した手網の引揚げ作業を開始した。 

船長Ａ及び甲板員Ａ１は、引揚げ用ロープ（直径約１８mm、合成繊

維製）の先端に取り付けられた浮き球を竿
さお

（長さ約３.３ｍ）のフッ

クで引っ掛け、右舷船尾に設置された２本のたつ
．．

の間を通して船上に

引き揚げた。 

 甲板員Ａ２は、引揚げ用ロープを船首に設置されたドラム（以下

「本件ドラム」という。）に巻き付ける作業に当たり、甲板員Ａ１が右

舷船尾端に、船長Ａが甲板員Ａ１の船首側にそれぞれ位置し、引揚げ

用ロープの伸出方向を見ていた。 

 甲板員Ａ２は、０７時４０分ごろ、引揚げ用ロープを本件ドラムに

数回巻き付けたところで、突然、波が船体にぶつかったような音を聞

くと同時に衝撃を感じ、船尾方を振り返ったところ、船長Ａ及び甲板

員Ａ１が右舷船尾付近に落水していることに気付いた。 

甲板員Ａ２は、海面で浮いていた船長Ａから甲板員Ａ１を先に引き揚

げるように指示され、竿のフックを甲板員Ａ１の作業用救命衣に引っ

掛けて左舷船尾まで引き寄せたものの、船上に引き揚げることができ

ず、単独で甲板員Ａ１を救助することが困難であると思い、漁業無線

で救助を呼び掛けた。 

（図２、図３、写真２～５ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 乗組員作業状況図            
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図３ 揚網概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ａ船（船尾から船首方を写す） 

 

         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

写真３ Ａ船（船首から船尾方を写す）  写真４ 本件ドラム 
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写真５ 竿 

 

僚船（以下「Ｂ船」という。）の船長（以下「船長Ｂ」という。）

は、Ａ船の南西方４００ｍ付近で甲板員（以下「甲板員Ｂ」とい

う。）と２人で底建網漁に従事していたところ、０８時００分ごろ、

漁業無線による救助の呼び掛けに気付き、操業を中止してＡ船に接近

し、船尾に頭付けして甲板員Ｂと共に移乗した。 

船長Ｂは、甲板員Ａ２及び甲板員Ｂと協力し、作業用救命衣を着用

してうつ伏せ状態で海面に浮かんでいた甲板員Ａ１をＡ船上に引き揚

げたものの、甲板員Ａ1に意識がないことを認めた。 

甲板員Ａ２は、船長Ａが右舷船首付近で錨索につかまっているとこ

ろを認めたものの、その後、甲板員Ａ１の救助作業に当たるうちに船

長Ａを見失った。 

 船長Ｂは、０８時２０分ごろ漁業無線で所属する漁業協同組合（以

下「漁協」という。）に本事故の発生を伝えて救急車の要請及び応援

を依頼するとともに、甲板員ＢをＢ船に移乗させて船長Ａの捜索に当

たらせ、自らはＡ船を操船して０８時４０分ごろ驫木漁港に入港し

た。  

僚船（以下「Ｃ船」という。）の船長（以下「船長Ｃ」という。）

は、本事故発生を知り、漁師仲間３人と共にＣ船で驫木漁港を出港し

て本事故発生場所付近に到着したところ、船長Ａの捜索に当たってい

た別の僚船から船長Ａを発見した旨の身振りによる連絡を受けた。 

船長Ｃは、０９時００分ごろ作業用救命衣を着用してうつ伏せ状態

で海面に浮かんでいた船長Ａを漁師仲間と協力してＣ船上に引き揚げ

たものの、船長Ａに意識がなかったので、人工呼吸を施しながら驫木

漁港に向かった。 

甲板員Ａ１は、救急車で病院に搬送されたが、溺水による死亡と検

案された。 

 船長Ａは、ドクターヘリで病院に搬送されたが、溺水による死亡と

検案された。     

 本事故の発生は、船長Ｂから連絡を受けた漁協を経て海上保安庁等

に通報された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

その他の事項 甲板員Ａ２は、作業中、風や波が少し強くなったと思った。 
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 船長Ｂは、操業中、波高約１.５ｍの西寄りの波があったものの、

操業に支障があると感じなかった。 

船長Ｂは、Ａ船の甲板上に海水の滞留を認めなかった。 

Ａ船は、操舵室がなく、中央に機関室、船首中央及び左舷船尾にド

ラムと操作レバーを配置しており、甲板上における漁網の移動に支障

を来さないように機関室囲壁などが低く作られていた。 

Ａ船の喫水は、船首約０.５０ｍ、船尾約０.５８ｍであった。 

Ａ船の後部甲板のブルワークは、甲板上高さ約０.６５ｍであっ

た。 

船長Ａ及び甲板員Ａ１が着用していた作業用救命衣は、気体封入式

浮力体及び発泡樹脂浮力体を使用したものであった。 

船長Ａ及び甲板員Ａ１は、ふだん、テレビの天気予報や携帯電話の

気象サイトから気象情報を入手していた。 

船長Ａ及び甲板員Ａ１は、本事故時、ヤッケ、カッパの上下及び作

業用救命衣を着用してゴム長靴を履き、帽子をかぶっていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし  

なし 

あり 

 船長Ａ及び甲板員Ａ１の死因は、溺水であった。 

Ａ船は、驫木漁港北西方沖において、海上風警報が発表され、波高

約１.５ｍの波が発生している状況下、主機を中立運転として底建網

の揚網作業中、船長Ａ及び甲板員Ａ１が落水したものと推定される。 

船長Ａ及び甲板員Ａ１は、波が船体にぶつかった際に落水し、溺死

したものと考えられるが、甲板員Ａ２が波が船体にぶつかったところ

並びに船長Ａ及び甲板員Ａ１が落水したところを見ておらず、どのよ

うに落水したのかを明らかにすることはできなかった。  

原因 

 

本事故は、Ａ船が、驫木漁港北西方沖において、海上風警報が発表

され、波高約１.５ｍの波が発生している状況下、主機を中立運転と

して底建網の揚網作業中、船長Ａ及び甲板員Ａ１が落水して溺水した

ことにより発生したものと推定される。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・波は突然大きくなることがあるので、操業中も波浪に注意するこ

と。 

・落水者の船上への引揚げを補助できる梯
はし

子
ご

等を船内に備えること

が望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青森県深浦町 

鳥居埼灯台 

驫木漁港 

事故発生場所 

（平成３１年４月４日  

０７時４０分ごろ発生） 

青森県 

津軽半島 


